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  長南町給食所調理業務委託仕様書 

 

長南町給食所調理業務の委託にあたりその仕様書は下記のとおりとし、本仕様書に掲げる事

項により業務を遂行すること。 

 

 

１． 業務名 

長南町給食所調理業務委託 

 

２． 履行場所 

長南町給食所 

    所在地 千葉県長生郡長南町２１０５番地 

 

３． 履行期間 

    令和５年４月１日から令和８年３月３１日までを履行期間とする。 

土曜、日曜、祝日、県民の日、学校休業日（夏季等）、その他学校行事により給食がな 

い日を除いた日を履行日とする。 

    ただし、学校行事等の関係で土曜、日曜、祝日等を履行日とすることもある。 

 

４． 対象及び食数 

（１） 長南町内の小・中学校の児童・生徒及び教職員等とする。 

（２） 予定食数等は、下記「給食受配校一覧」に示す町内小・中学校２校及び給食所職

員などで約４２０食／日、給食所調理稼動日数は約２００日／年とする。 

（３） 実際の食数は、「調理業務指示書」などにより、１週間単位または１日単位でその

都度指示する。 

（４） 給食受配校一覧表 

学 校 名 所 在 地 給食時間 予定食数 

長南小学校 長南町長南２０６０ 12：20～13：00 40,698食 

長南中学校 長南町長南２０６０ 12：30～13：05 29,747食 

給食所職員等 長南町長南２１０５ 12：00～12：30 2,574食 

 

 

５． 業務内容 

（１） 調 理 

① 長南町（以下「町」という。）が作成した献立表、調理業務指示書等に基づき、

受託者は、本仕様書等により、町の提供する食材料を使用し調理する。 

② 給食の調理・配缶は、調理終了後２時間以内の喫食に対応できること。 

③ 調理は概ね３～５品目の１献立調理制／２００日とする。（但し、バイキング給
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食や選択給食を含む。 

④ パン・麺については、業者から納入されたものを配缶するものとする。 

⑤ 牛乳については、別途業者から配送する。 

（２） 検収 

食材料の検収に立会い、食材納入記録簿等への記帳、納品食材等を指定保管場所

へ保管等、一連の作業を行うものとする。 

（３） 配 缶 

調理した給食を、学校別・学級別に計量及び配缶後、コンテナに積み込み、配送

プラットホームまで運ぶこと。 

（４） 食器、食缶、調理器具等の洗浄・消毒・保管及び日常点検 

学校から返送されたコンテナを回収プラットホームより運び、コンテナ、食器類

食缶類及び調理器具等を洗浄・消毒・保管し、必要な日常点検を行う。 

（５） 残菜及び厨芥の処理 

献立ごとに残菜及び厨芥を計量の上、ともに所定の場所に搬出すること。 

（６） 調理施設、設備の清掃及び日常点検 

厨房内清掃、施設、設備の清掃、整理整頓及び日常点検を行うこと。 

また、施設内の事務室を除く、共有部分の清掃を日常行うこと。 

（７） 上記に付帯するその他必要な業務 

（８） 町と受託者、業務区分の概要は、別表１「業務分担区分」のとおりとする。 

 

６． 献立及び給食実施日数等に関する提示 

（１） 町は、献立及び調理食数並びに食器・食缶・配膳用具等の種別・使用数等に関し

て、次の文書により受託者へ提示する。調理に当たり、業務責任者は、給食所の

栄養教諭または栄養職員（以下「栄養教諭等」という。）と打ち合わせを行ったう

え、調理従事者に周知徹底すること。     

内  容 提示時期 

学校給食実施予定食数 年度当初及び当該月の前月中旬 

月間予定献立表 前月中旬 

調理業務指示書 前々週（１週間毎） 

調理業務変更指示書 変更の都度 

（２） 受託者は、前項により献立及び調理業務指示書等の提示を受けた場合は、調理作

業計画（作業工程表・作業動線図等）を作成しなければならない。 

（３） 町は、調理業務指示書の内容に追加または変更がある場合は、調理業務変更指示

書により、その都度受託者に指示する。 

 

７． 作業基準及び衛生基準 

厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」及び文部科学省の「学校給食衛生

管理基準」のほか、関係諸法令等の基準並びに自社の安全衛生マニュアルの範囲内で業

務を実施すること。 

また、受託者は提示された資料等の内容を遵守するとともに、町の指示（調理業務指

示書等の文書による指示並びに業務責任者に対する口頭指示を含む。）に従うこと。 
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８． 調理等業務従事者（以下「従事者」という。）の配置 

  給食所における調理等業務が円滑に行われるように、次に示す（１）～（４）の各責

任者については、それぞれ常駐専任者として配置すること。 

（１） 業務責任者（１名） 

調理師または栄養士の資格を有し、４００食以上の学校給食センター調理業務を

３年以上従事した経験を有する常勤の正社員を業務遂行上の責任を負うべき業務

責任者と定め、業務全体の指揮及び統括を行うとともに、給食所の町職員及び栄

養教諭等との連絡調整の任に当てること。 

（２） 業務副責任者（１名） 

調理師または栄養士の資格を有し、学校給食センター調理業務に１年以上従事し

た経験を有する常勤の正社員を、業務責任者を補佐する業務副責任者と定め、責

任者に事故あるときは、その任に当てること。 

（３）食品衛生責任者（１名） 

調理師又は栄養士の資格を有する常勤の正社員を、学校給食調理全般にわたる衛

生管理の指導や、従事者に対する衛生教育の任に当てること。 

なお、調理業務員との兼務をすることができるものとする。 

（４）調理従事者 

受託者は、受託業務が学校給食業務であることを考慮し、調理に従事する者として、

学校給食センター調理業務に従事した経験のある調理師または栄養士免許を有す

る調理従事者を含め６名以上配置すること。 

 

９． 従事者の服務 

（１） 業務責任者は、本仕様書に沿って業務が履行されるよう、各書式等の作成、実施

に関する指揮・監督等、業務全般の責任を負うこと。 

（２） 業務責任者は、業務委託期間中に火災、盗難等の発生しないように注意すること。 

（３） 業務副責任者は、業務責任者が不在の時これらを代行すること。 

（４） 業務責任者及び業務副責任者は所在を明らかにし、業務の履行に関して町と連絡・ 

調整ができるようにしておくこと。 

（５） 従事者は、清楚かつ清潔な被服を着用すること。 

（６） 従事者は、業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。 

 

 

 

１０． 施設設備器具 

（１） 町は、所有する施設や設備機器、食器具、調理器具等（以下「設備機器等」とい 

う。）を受託者に無償で貸与し、善良なる使用者としての注意義務を持って、使用

するものとする。また、目的外の使用は一切禁止する。 

なお、町の所有する設備機器等は、別表３「設備配置図」による。 

（２） 業務の分担区分は、別表１「業務分担区分」のとおりとする。 

（３） 費用の負担区分は、別表２「経費負担区分」のとおりとする。 



4 

 

また、町と共有して使用するものや負担区分が明確でないものは、双方の協議の

上、負担するものとする。 

① 町が負担する主な費用 

施設設備費、食材料費、光熱水費、維持管理費（専門清掃を含む）、廃棄物処理

費、厨房内備品、調理用品、厨房内消耗品、ボイラー運転に関わる消耗品等。 

② 受託者が負担する主な費用 

従事者に関わる経費（人件費、被服費、研修費、検便・健康診断、事務通信費、

福利厚生費等）等。 

（４） 受託者は、施設、設備機器等を丁寧に取扱うとともに、故障等が発生した場合は、

直ちに町職員に報告し、指示に従うものとする。また、受託者の責めに帰すべき 

事由による場合は、その損害を賠償するものとする。 

（５） 受託者は、設備機器等が故障若しくは破損した場合においても、簡易に修復でき

るものについては、受託者にて行うこと。 

（６） 受託者は、光熱水費等の経費節減に努めること。 

（７） 受託者は、給食所を退出するときは、窓、扉等の施錠、消灯、ガス栓の閉 

止及び各種設備機器類の停止等を確認し、退出すること。 

 

１１． 安全衛生管理 

（１） 受託者は、委託業務の履行に当たり、自社の安全衛生マニュアル等の他、次の事 

項に基づき安全衛生管理を行い、業務を実施すること。 

① 厚生労働省「大量調理施設衛生管理マニュアル」 

② 文部科学省「学校給食衛生管理基準」 

③ 町の指示（調理業務指示書等の文書による指示及び業務責任者に対する口頭に

よる指示を含む。） 

④ その他関係諸法令及び関係省庁の通知文等 

（２） 食品衛生責任者の選任 

選任された食品衛生責任者は、関係法令に基づき食品の安全衛生並びに給食業務

が衛生的に行われるよう、従事者の指導教育に努めなければならない。 

（３） 食品の衛生管理 

献立の内容や食材料の納入の都合により、給食所の栄養教諭等が認めた場合を除

き、食材料は原則として当日処理とすること。 

（４） 水質検査 

調理開始前および調理作業終了後に水質検査を実施すること。 

（５） 設備、器具等の衛生管理 

① 長期休業中（夏・冬・春）の数日を、清掃消毒、点検、整理整頓にあて、業務

履行に支障にないように努めること。 

なお、日程については町と協議すること。 

② 施設、設備機器等の操作マニュアルの内容や設備機器メーカーの指示に従うこ

と。 

（６） 食器及び食缶の取扱い 

① 洗浄後は、学校・学級別に消毒・保管すること。 
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② 高い所から落とす等、急激な衝撃を与えることは避けること。 

③ 激しくぶつけないように丁寧に取り扱うこと。 

④ クレンザーやスチールたわしの他、傷をつける恐れのある材質のたわし等で洗 

わないこと。 

⑤ 破損した場合もしくは汚れの落ちない場合は、随時報告すること。 

⑥ 目的外使用は一切しないこと。 

⑦ 食器等は長期休業中に汚れ等の状況に応じ漂白すること。 

（７） 残菜及び厨芥の処理 

① 学校から返却された残菜は、学校ごと献立ごとに重量を量り、記録のうえ報告

すること。 

② 廃棄物は、町所定の場所に置き処理すること。 

（８） 保存食及び処分 

① 出来上がった給食の品目毎にそれぞれ保存すること。 

② 保存場所は、専用の冷凍庫とし、清潔な容器（ビニール袋等）に入れ、－20℃

以下で保存すること。 

③ 保存期間は、2 週間以上とすること。また、その記録を必ず保管しておくこと。 

④ １日の委託業務を履行した結果、食材料に余剰が生じた場合は、町の指示に従

い保存若しくは破棄すること。 

（９） 従事者の健康管理 

① 受託者は、従事者の健康管理として次に掲げる検診または検査を実施すること。 

ア 定期健康診断 

  全員を対象として、年１回以上実施するとともに新規採用の従事者を業務 

に従事させる場合は、従事する日の直前 1 カ月以内に実施すること。 

イ 検便 

          全員を対象として、赤痢菌・サルモネラ菌・パラチフス菌・腸チフス菌・

腸管出血性大腸菌 O‐157 等について、月２回以上実施するとともに、新

規採用の従事者を業務に従事させる場合は従事する日の直前２週間以内

に実施すること。また、１０月から翌年３月には６回以上のノロウイルス

検査を行うこと。 

ウ ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された従事者は、

高感度の検便検査において、ノロウイルスを保有していないことが確認さ

れるまでの間、従事禁止とし適切な処置をとること。また、ノロウイルス

による発症者が、同居人にいる等、同一の感染機会があった可能性がある

従事者についても、速やかに高感度の検便検査を実施し、適切な処置をと

ること。 

エ コロナ感染の対応として受託者は感染マニュアルを作成し感染予防に努め

ること。感染した場合は、町及び保健所等へ速やかに報告並びに打ち合わ

せを行い、適切な処置をとること。 

② 受託者は、前項各号に基づく検査、検診の結果、食品衛生上支障があると認め

られる者、若しくは同居人が「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律」における一類、二類、三類感染症の者又はその疑いのある者及び
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無症状病原体保有者を調理業務等に従事させないこと。 

③ 受託者は、前項に掲げる事項が発生したときは、町にその結果を報告すること。 

④ 町は、受託者からの前項報告の結果、調理業務等の履行に支障をきたすと判断

される場合は、当該従事者の業務への従事の停止を受託者に求めることができ

る。 

⑤ 受託者は、常に従事者の健康状態に注意し、下痢症状、発熱、咳、外傷、皮膚

病等の感染症等の感染症疾患で、食品衛生上支障がでる恐れがある者を業務に

従事させないこと。 

 

１２． 研修 

（１） 受託者は、調理、食品の取扱い等が適正かつ円滑に行われるよう従事者に対して、 

研修を実施して、資質の向上を図ること。 

（２） 受託者は、新規に業務に従事する者については、必ず研修を実施した上で、業務

に従事させること。 

（３） 受託者は、町が必要と認めた場合には、町又は第三者が実施する研修等に従事者

を参加させること。 

（４） 従事者に注意事項を徹底させるため、朝礼等で業務確認を行うこと。 

 

１３． 協力事項 

（１） 食育推進の協力 

多様化給食や地産地消等、町の方針に従い、その対応に協力すること。 

（２） 視察や学校訪問等の協力 

学校等からの視察や試食会及び給食所の学校訪問等、必要に応じて業務責任者や

食品衛生責任者等の出席について協力すること。 

（３） 実習生等の受入れの協力 

職場体験や実習生の受入れ等については、可能な範囲で協力すること。 

（４） 立ち入り検査等の協力 

保健所等の立ち入り検査については、協力すること。また、見学者や施設修繕等

の対応についても協力すること。 

（５） 会議の出席 

町主催の会議等において、町より参加を求められた場合には、業務責任者等を出 

席させる等の協力すること。 

（６） 各種調査資料等の協力 

町が、各種調査資料等を求められたときは協力すること。 

（７） 大規模災害時の協力 

大規模災害が発生した場合には、町の行う救援作業等に可能な限り協力すること。 

（８） 地元雇用 

受託者は従事者については地元雇用を図ることとし、現在町が雇用している会計

年度任用職員については現状の待遇の維持のもと採用に努めること。 

 

 



7 

 

１４． 報告   

（１） 受託者は、次の掲げる報告を給食所所長に行うこと。 

報告書の種類 提出期限 

従事者報告書 給食調理開始前 

個人別健康観察記録簿   〃 

従事者変更報告書 変更時 

履歴事項に関する証明書 給食開始前／変更時 

定期健康診断結果報告書 実施後直ちに 

検便結果報告書   〃 

研修実施報告書   〃 

委託業務完了届 毎日業務終了後 

委託業務完了報告書 業務履行の翌月５日まで 

作業工程表 前週 

作業工程報告書 毎日業務終了後 

作業動線図 前週 

作業動線報告書 毎日業務終了後 

学校給食日常点検表   〃 

中心温度記録表   〃 

残菜記録報告書   〃 

保存食記録表   〃 

水質検査実施報告書   〃 

施設管理点検報告書   〃 

異物混入報告書 発生後直ちに 

事故報告書   〃 

 

（２） 町は、報告書様式や事項について、追加又は変更がある場合は、その都度受託者

に指示する。 

 

１５． 委託料の請求 

受託者は、令和５年４月分から翌月５営業日までに、前月分の委託業務完了報告書を

町に提出することとし、町から委託業務の完了を確認した旨の通知を受けたときは、

当該月分の委託料を町に請求することができるものとする。 

  町は所定の当該支払請求書を受理した日から３０日以内に委託料を支払うものとする。 

 

１６． その他 

（１）従事者は、調理した学校給食を喫食することが出来ることとし、町に実費を支払う

こと。 

（２）委託業務の履行に当たり、学校給食法（昭和 29年法律第 160号）及びその他関係諸法

令等を遵守し、万全を期すものとする。 

（３）夏休み等の給食稼働日がないときは、普段できない厨房設備の点検・清掃、また施

設周りの清掃（草取り含む）など行うこととする。 
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（４）本仕様書等の内容は、必要に応じて変更・追加する場合がある。 

（５）臨機の措置をとらなければならない事故等が発生した場合は、町に報告した上で、 

   指示に従い処置すること。 

（６）本仕様書の内容に疑義が生じた場合及び本仕様書に記載のない事項については、 

   必要に応じて双方協議の上、定めるものとする。 
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別表１：業務分担区分 

区分 業務内容 町 受託者 

給食管理 献立作成 ○  

栄養指導 ○  

実施献立表・調理指示書の作成 ○  

給食費徴収等管理 ○  

検食の実施・評価 ○  

個人別健康観察記録簿の記入  ○ 

食材管理 食材の選定・発注・購入 ○  

食材の点検・検収・出納事務 ○ ○ 

食材の点検・検収・出納事務の確認 ○  

食材の保管・在庫管理  ○ 

調理作業管理 作業工程表・作業動線図等の作成  ○ 

作業工程表・作業動線図等の確認 ○  

調理・配缶  ○ 

食器・食缶・器具類等の洗浄消毒  ○ 

廃棄物管理 給食残菜の計量  ○ 

残菜・厨芥の集積  ○ 

施設等管理 給食施設・主要な設備の維持・改修・更新 ○  

給食施設・主要な設備の日常点検  ○ 

業務管理 組織体制（勤務体制）表の作成  ○ 

当日業務分担の決定  ○ 

当日業務分担の決定の確認 ○  

緊急を要する場合の対応 ○ ○ 

衛生管理 衛生面の遵守事項の作成 ○  

食材料の衛生管理  ○ 

施設・設備（調理器具・食器等）の清掃等  ○ 

従事者の検便の実施・報告  ○ 

従事者の被服等の清潔保持状況等の確認  ○ 

保存食（全材料及び調理済み食品）の確保  ○ 

衛生管理チェックリスト（日常点検票）の作成  ○ 

研修等 従事者等に対する研修  ○ 

労働安全衛生 従事者の定期健康診断の実施・報告  ○ 

労災事故防止対策の策定  ○ 

労災保険の加入  ○ 
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別表２：経費負担区分 

項 目 内  容 町 受託

者 

備 

考 

施設・厨房設備類 建設施設・厨房設備機器及び付帯設備 ○   

設備等維持費 
施設・厨房設備類・厨房内備品類、メンテナ

ンス・修繕等 

○   

厨房内備品類 

コンテナ、移動台、作業台、移動シンク、掃

除用具入れ、L 型運搬車、台秤、残留塩素計、

中心温度計、電池等 

○   

光熱水費 電気、ガス、灯油、重油、上下水道等 ○   

厨房内消耗品 

包丁、まな板、ボール、プラスケット類、タ

ライ、ステパラ、すくい網、ひしゃく、軽量

カップ、金網ザル等 

○   

食器、食缶等配膳用品 ○   

食器・食缶用洗剤、食器・食缶用消毒薬、食

材用消毒薬 

○   

その他洗剤、DPD 剤、ペーパータオル、エン

ボス等使い捨て手袋類、ゴミ袋、スポンジ等 

○   

調理用被服類 

作業用白衣、前掛け、短靴、長靴、帽子、マ

スク、作業用サンダル、爪ブラシ、洗濯洗剤

等 

 ○  

雑貨・文房具類、医薬品 

従事者用茶器、お茶類、ボールペン等  ○  

消毒薬、火傷薬、湿布薬、緊急絆創膏、包帯

等 

 ○  

受託者用休憩室用品類 
テーブル、キャビネット、冷蔵庫、トイレッ

トペーパー等 

 ○  

施設付属消耗品備品類 
蛍光灯、殺菌灯等施設に付随した消耗品 ○   

更衣室ロッカー、洗濯機、乾燥機等 ○   

その他消耗品 
清掃・点検用具類等 ○   

ボイラー関連消耗品類 ○   

維持管理費 
専門清掃、消毒（施設消毒・害虫駆除・グリ

ストラップ清掃等） 

○   

廃棄物処理費 ダンボール、廃油、一般廃棄物等 ○   

食材料費  ○   

給食費 従事者喫食分  ○  

保険 生産物賠償責任保険等  ○  

従事者人件費、健康管理

等 

人件費、福利厚生費、労働保険、社会保険等  ○  

健康診断、検便等  ○  

※ 町負担区分であっても、受託者の過失により破損した備品類の修繕または新規購入は、 

受託者の負担とする。 
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別表３：設備配置図(別紙添付) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


